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18歳選挙権について 

香川県選挙管理委員会 

Ⅰ 第24回参議院議員通常選挙 

平成28年７月10日執行 （平成28年６月22日公示） 

○18歳選挙権が適用となった初めての国政選挙 

○年齢要件18歳以上（平成10年７月11日までに生まれた方が対象）→ 高校生の一部が有権者 

○選挙運動も可能 

 

＜投票率＞ 

 全   国 香 川 県 

当日有権者数 投票率 当日有権者数 投票率 

全体 106,202,873 54.70％ 834,059 50.04％ 

18歳 1,194,344 51.28％ 9,465 41.99％ 

19歳 1,201,028 42.30％ 9,317 30.98％ 

18歳・19歳 計 2,395,372 46.78％ 18,782 36.52％ 

Ⅱ 選挙啓発・制度周知 

●主権者教育推進のための研修会 

・H27.９.11 県内高等学校教員を対象に「主権者教育推進のための研修会」を実施。 

●高校における出前授業の実施 （H28.10.31現在） 

年度 実施数 実    施    校 

27年度 14 

丸亀城西、高松（通信）、津田、観音寺第一（定時）、高松養護、聾学校、 

三豊工業、大手前高松、三本松（選挙講話のみ）、坂出第一、高松東、 

香川丸亀養護、盲学校、香川東部養護 

28年度 ４ 高松西、松陰丸亀校（通信）、高瀬（模擬投票のみ）、三豊工業 

●上記参院選の臨時啓発等における若年層対策 

 ・県内高校等における模擬投票体験 

 ・フェイスブックやツイッターなど SNS を利用した情報発信 

 ・大学生も参画した大型ショッピングモールでの啓発 

 ・大学生による選挙啓発番組（音声 CD）の制作・配付 

●今後の取組み 

県教育委員会とも連携をとりながら、国が作成した副教材を活用した主権者教育とあわせて、

高校への出前授業や模擬投票など、実践面での選挙啓発の取組みを充実していくとともに、効果

的な啓発事業についてさらに工夫して取り組んでいきたい。 

 

教育委員会 

●高校生議会 

・H27.9～10 各高校において議員選出のための投票、現職県議会議員による開催趣旨等を説明。 

・H27.10.31 県議会議長が高校生議員に当選証書を交付。 

・H28.１.７ 高校生議員が提案、採択した地方創生に係る決議文を知事・県議会議長に手渡し。 

●選挙権年齢の引下げへの対応に関する説明会 

・H27.10.29「高等学校における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等につ

いて」（文部科学省通知）を発出。 

・H28.２.10各高校の管理職及び主権者教育担当者を対象に、副教材「私たちが拓く日本の未来」

及び指導資料の活用に関する説明会開催。 


